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学校法人 江戸川学園 

江戸川学園おおたかの森専門学校 

 



１．開催趣旨 

 

江戸川学園おおたかの森専門学校では、2010年度より「社会福祉士実習指導者講習会」を開

催しております。本講習会は、実習指導者の要件を満たすための講習会として厚生労働省に届出

られたものです。社会福祉士の方で相談援助業務経験があり、この講習会の受講を修了した方

は、本校の実習生はもとより、本校以外の社会福祉士養成校の実習生の指導が可能となります。

また、実習指導の教育方法やスーパービジョンなどの学びをとおして職場内の人材育成にも応用

いただけるようなプログラムを展開いたします。是非、本講習会を貴施設・機関の人材育成の充

実にお役立てください。 

 

 

２．開催日時   
 

１日目 2026年1月30日（金） 9：0０∼１７：３０ 

２日目 2026年2月  6日（金） 9：0０∼１７：３０ 

          ＊受付は、両日とも8：35～ 

 ※修了のためには、2日間の受講が必要です。 

 

３．会 場 
 

江戸川学園おおたかの森専門学校 (千葉県流山市駒木474) 
（アクセス） ○つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森駅」東口 

より無料スクールバスで7分 

○東武アーバンパークライン「豊四季駅」より徒歩約12分 

○お車でのご来場も可能です。 

 

４．定   員  40名（先着順） 

 

５．受講対象者 
 

   次の①②の条件をすべて満たす方 

① 社会福祉士 

② 実習指導者になることを希望している方 

   

６．受講料（テキスト代は含みません） 
 

① 

本校の 社会福祉士関連 の実習登録施設、または2025年度に本校よ

り新たに受け入れを受諾していただいた施設・機関の実習指導者（実

習指導者になろうとする方を含む） 

１０,０００円 

② 本校卒業生 １０,０００円 

③ 上記①・②以外の社会福祉施設・機関の実習指導者 １５,０００円 

 



７．受講申込 
 

① 下記Googleフォームにてお申し込みください。  

URL： https://forms.gle/QFNPHJV57ppBw1QJ8 

② 申込期間：2025年7月7日(月)～2026年1月15日(木)13：00 

※申込期間内においても、定員に達した時点で受付を終了いたしますのでご了承 

願います。 

③ 「社会福祉士登録証の写し」を、受講初日にご持参のうえご提出ください。 

 

８．受講決定 
 

① 原則、お申し込みから1週間以内に、申込フォームにご入力いただきましたメール

アドレス宛に、受講料の支払い方法（お振込みとなります）などについてご連絡い

たします。 

② お振り込みを確認後順次、受講決定についてお知らせいたします。 

 

９．講習プログラム（予定） 
 

講習の修了認定には、プログラムの全時間を受講する必要があります。  

欠席や遅刻、早退などにより、受講時間が満たない場合は修了認定できません。

また、それに伴う補講等もおこないませんので、ご注意ください。 

 

第１日目 1月30日（金）             第２日目 2月6日（金） 

8:35∼ 受付  8:35∼ 受付 

9:00∼9:20 開講式 

オリエンテーション 

 9:00∼11:00 実習スーパービジョン論 

（講義２時間）

9:20∼11:20 実習指導概論 

（講義２時間）

 11:10∼12:40 

 

 

13:30-17:00 

実習スーパービジョン論 

（演習５時間）

11:30∼13:30 実習マネジメント論 

（講義２時間）

14:30∼17:30 実習プログラミング論 

（講義３時間）

 17:10∼17:30 閉講式／修了証授与 

  （担当講師）本校専任教員 



 
１０．テキスト 

受講が決定された方にご案内いたします。 

 

１１．事前課題 
 

受講決定者には、事前課題をご案内いたしますので、作成のうえ当日ご持参くだ

さい。 

 

１２．修了認定 
 

① 本研修は社会福祉士・実習指導者となるための認定研修となります。全科目の受講

が修了認定の条件となりますので遅刻・早退がある場合は修了できません。 

② 研修修了者には、研修終了後、修了証を発行します。実習指導者になるためには、

当修了証が必要となります。 

③ 実習指導者として登録する際に、実習生を送る社会福祉士養成校に対し本講習の修

了証の写しを提出する必要があります。（万一、修了証を紛失された場合でも、原

則として再発行しませんので、大切に保管してください） 

 

１３．その他 
 

① 1)申込から10日を過ぎても本校からの連絡がない場合、2)受講料を振り込んだにか

かわらず1月20日（火）までに事前課題の連絡がない場合は、お手数ですが本校まで

お問い合わせください。 

② 原則として、受講料納入後のキャンセルの場合、受講料を返金いたしませんので、あ

らかじめご承知おきください。 

③ 学生食堂は、学校が休みのため休業しています。昼食は各自準備をお願いします。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

◎お申込み・お問い合わせ先◎ 
 

学校法人 江戸川学園 

江戸川学園おおたかの森専門学校 実習指導者講習会係 

 

〒270-0198 千葉県流山市駒木４７４ 

☎ 04-7155-2693（実習・就職センター）   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ https://edosen.jp/ 

E-mail s-jsc@edogawa-u.ac.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


